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〇介護保険料は、本人や世帯員の課税状況等をもとに各段階に分けられ、令和７年度の基準額は８１，６００円（年額）です。
〇令和６年度の改正により、国の基準に準じ9段階から13段階へと変更し、高所得者の保険料率を引き上げています。
〇年度途中で資格を取得される方の介護保険料は、資格取得日（６５歳誕生日の前日や転入日）の属する月から月割で賦課されます。
〇今年度の第９期介護保険料（令和６年度から３年間）については下表のとおりです。

【問】さぬき市役所国保・健康課　　　　☎（0879）26-9907
香川県後期高齢者医療広域連合　☎（087）811-1866

【問】障害福祉課　☎（0879）26-9903

現在の被保険者証または資格確認書は７月末で有効期限が満了となるため、マイナ保険証の有無にかかわらず、
新たな資格確認書を特定記録郵便（黄色の封筒）でお届けします。

※現在お持ちの被保険者証または資格確認書は、８月
１日以降使用できませんので、国保・健康課までお返し
いただくか、ご自身で破棄をお願いします。

〇マイナ保険証および資格確認書について
　　令和６年１２月２日以降、被保険者証の新規発行は廃止され、マイナ保険証または資格確認書をご利用いた
だくようになりました。

〇限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について
　　令和６年１２月２日以降、限度額認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行は廃止されました。
限度区分については、お届けする資格確認書に併記していますので、ご確認ください。
※新たに限度区分の記載を希望される方は、申請が必要です。

後期高齢者医療資格確認書を送付します

重度心身障害者等医療費受給資格者証は、受給者本人・配偶者・扶養義務者（18歳以上の一緒にお住まいの
ご家族）の所得額や課税状況などの審査をしたあと、毎年８月１日付けで更新します。

〇審査のうえ、判定ができた方には、新しい受給者証を７月下旬にお送りします。
〇所得申告および手帳の更新手続きをしていない方は、審査ができず、受給者証を送付できない場合があるため、
至急、手続きをお願いします。

※健康保険に変更のあった方は、必ず届出が必要です。健康保険証等を持参し変更手続きをしてください。

重度心身障害者等医療費受給資格者証を送付します

【問】香川県後期高齢者医療広域連合　☎（087）811-1866

歯科健診は、歯の本数や状態、歯周病のチェックをするだけでなく、食べ物を噛む力や飲み込む機能など、口腔
機能の状態などを調べます。お口の状態を知ることは、ご自身の健康状態を知ることになります。
対象者には受診券を発送しますので、歯科健診を受けて、健康長寿を目指しましょう！

75歳・80歳の歯科健康診査（無料）が始まります

対 象 者　75歳(昭和24年4月2日～昭和25年4月1日に生まれた方)
　　　　　80歳(昭和19年4月2日～昭和20年4月1日に生まれた方)

健診期間　7月1日～令和8年2月28日

※口座振替を希望される方は市役所（本庁・総合支所・出張所）、市内取扱金融機関または郵便局にて手続きをお願いします。
　なお、年金特別徴収対象者については口座振替を選択できませんのであらかじめご了承ください。

※第1段階から第3段階の方に対して国の政策により、本来の介護保険料から負担軽減を行っています。
※老齢福祉年金：明治44年（1911年）または大正5年（1916年）4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けて

いる年金です。
※合計所得金額：収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の

金額です。なお、その額がマイナスになる場合は0円となります。
※その他の合計所得金額：合計所得金額から公的年金等に関係する雑所得を除いた金額です。
※公的年金等収入額：老齢年金等の課税年金収入額であり、障害年金・遺族年金等の非課税年金収入額は含みません。

※普通徴収納入通知書送付後に特別徴収が開始され
た場合に、二重納付となる可能性を防ぐため、6月
および8月補捉分については、10月補捉分とあわせ
て翌年4月から特別徴収が開始されます。

　介護保険料の特別徴収（年金天引き）は、日本年金機構や共済等の年金保険者側が、定期的に対象者を捕捉（把握）することで開始
されます。

【問】長寿介護課　☎（0879）26-9904

● 年金受給年額が18万円未満
● 2月に特別徴収（年金天引き）が行われなかった
● 年度途中でほかの市区町村から転入した

● 年金が一時差し止めになった
● 年金を担保に借り入れを行った
● 年度途中で65歳になった（4月時点で年金受給なし）

こんな場合は、普通徴収（納付書または口座振替での納付）です

特別徴収（年金天引き）の開始について

年金保険者捕捉月 特別徴収開始月 年金保険者捕捉月 特別徴収開始月
4月

6月・8月・10月
10月
翌年4月

12月
2月

翌年6月
8月

区　　　　分

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者 23,300円

基準額×0.285

39,600円
基準額×0.485
55,900円

基準額×0.685
73,500円
基準額×0.9
81,600円
基準額
98,000円
基準額×1.2
106,100円
基準額×1.3
122,400円
基準額×1.5
138,800円
基準額×1.7
155,100円
基準額×1.9
171,400円
基準額×2.1
187,700円
基準額×2.3
195,900円
基準額×2.4
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令和7年度介護保険料（65歳以上の方）のお知らせ
納入通知書を７月上旬に郵送します

７月中旬以降お届けする資格確認書【表面】
有効期限：令和８年７月３１日
デザイン：黄色で両端が桃色
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